
◆5月◆各地の取り組み
広島　09広島憲法集会「マイライフマイ憲法」
　ミュージカルでおなじみの、広島県の憲法集会「マイライフマイ憲法」が5月3日、広島市中区の県民文化センターで満席の約六百人の参加で開催されました。集会ではノンフィクションライター・島本慈子さんの「時代の流れを読む―格差・貧困・戦争に対抗するために」と題する記念講演がありました。今年のミュージカルは教育現場に広がる貧困や派遣切りの影響を告発、労働者の権利に対抗する共同の取組「スマイルユニオン」に結集して「共に語りあい、開こう明日を」と呼びかけました。

長崎　大宣伝行動「税金はもっと福祉に使って」
憲法改悪阻止県共同センターと憲法改悪反対ながさき連絡会（長崎市）は５月15 日、市内の鉄橋で「憲法月間」宣伝行動に取り組み、新婦人や年金者組合、県労連、共産党など諸団体から34 人が参加しました。この日は、「憲法は暮らしと権利、平和を支えています」と呼びかけるチラシ1500 枚を配るとともに、自衛隊の海外派兵に反対する署名やシール投票、自衛隊の危険な実態を告発する「パネル展」、「わたしも一言」トークで、憲法の大切さをアピールしました。訴えを聞いたり、チラシを見たり、対話していた市民からは、さまざまな声が聞かれました。
兵庫　「国民投票施行一年前」5/18全県一斉行動
　兵庫県下には４９の行政区がありますが、地域憲法共同センターが確立出来ていないところが半分あります。しかし、来年に迫る「(改憲のための)国民投票法施行」で自民公明政権は４７億円の予算を使って準備に入り、５００万部もの「国民投票法解説リーフ」を全国で運用しています。そのため、「全県一斉行動」を実施しつつ、全県の行政区で憲法センターの確立をめざすこととし、”５・１８”を企画しました。

　運悪く兵庫県はインフルエンザ騒動真っ最中となりましたが、よく各地で責任団体の皆さんが頑張って下さり、２３地域で決行して下さいました。参加者総数は１８０名以上、リーフ・チラシ使用は約４０００枚、憲法署名は８ケ所で300筆を超えました。
岐阜　憲法施行62周年講演会
　5月3日岐阜市金町の市文化センターで、憲法施行６２周年記念岐阜講演会が開催されました（９条共同センターと岐阜県憲法会議などが主催）。講師には伊藤塾塾長の伊藤真さんを迎え、５００名の参加で大きく成功しました。また、集会の前には自動車パレードを２２台３０名の参加で行い、県内に『憲法をまもりいかそう！』の声を大きくアピールしました。
自治労連　自治体憲法キャラバン

住民の福祉や地方自治の充実、平和などでの自治体憲法キャラバンが行われました。栃木県と秋田県でのキャラバンを紹介します。
栃木　岩舟町長「国民を支配する憲法にしてはいけない」
　5月19日の岩舟町での懇談には、針谷町長、総務課長などが応対しました。地域循環型経済の再生・地域づくりについて町長は、これからの農業には望ましいこととしましたが、「農家所得が保障されない現状では、後継者も限定される。町単独での所得保障は厳しい」と財源での苦悩を語りました。

　改憲について町長は、「国を縛るのが憲法だが、新憲法草案はそれとは逆に国民を支配するためのものだ」と改憲を非難。自治労連本部の林憲法社会保障局長が「憲法に基づいた地方自治という原理が 180度変わり、地方自治の分野に国が勝手に入り込んでくる」と問題点を指摘すると、針谷町長は「そういった意味では合併もその手段の一つだろう」と語り、合併と改憲の狙いは同じであり、住民自治・地方自治をないがしろにするものであるとの共通の認識に至りました。

　最後に、岩舟町が佐野市との合併協議会を休止したことについて林憲法社会保障局長が「合併については今後も確信を持って対応してください」とエールを送ると、針谷町長も「国の地ならしが壁となっているが、私は筋を通していきたい」と応じ、１時間にわたる懇談を終えました。
鹿沼市長「平和の希求は普遍、平和はすべての前提」

5月21日の鹿沼市での懇談には、佐藤市長、総務部長などが応対しました。憲法について佐藤市長は、日々の忙しさで常に憲法を意識できていない現状を語りましたが、９条に関しては、「基本的に世の中が回っているのは平和だからであり、何があっても平和でなければならないと思っている。平和の希求は

普遍のものであり、すべての前提である」と話し、その思いで「鹿沼九条の会」に入会していることを明らかにしました。

　また、雇用の問題について、栃木県労連の武藤事務局長が労働者の首切りを批判したうえで「働きたいのに働けないのはおかしい。憲法27条では勤労の権利と義務をうたっている」と疑問を示すと、佐藤市長は「派遣法を製造業まで広げたのが大きな原因だろう」と述べました。
元横手市長「自治体は、平和と住民のくらし守ること」
　5月27日、秋田県本部は憲法キャラバンの一環として、「憲法九条を守る秋田県市町村長の会」呼びかけ人の一人である、元横手市長の千田謙蔵氏と懇談しました。自治労連の田中章史副会長から、昨年の自治労連憲法集会へのメッセージに対するお礼と、海としての今後の抱負を尋ねました。
　千田氏は「自治体というのは、平和と住民のくらしを守ることが基本だ。その根底には憲法の精神がある。私は、戦前と戦後を経験し戦争の悲惨さと平和の大切さを身にしみて知っている。子どもからお年寄りまで、みんな元気にくらせ、困っている人には助けの手を差し伸べるということが大事だ。だから、本来は思想や政党の違いを越えて、この会の趣旨には全首長さんに賛同して欲しいと思う。総選挙が終わった頃にでも、本格的に動き出すべく現役も引退者も一同に会し懇談の場を設けたい」と平和憲法を守る運動に対する熱い思いを語りました。
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